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マル福（医療福祉費支給制度）をご存知ですか？

福
（
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
）
を

ご
存
知
で
す
か
？

　

妊
娠
中
の
方
、
18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
、
重
度
心
身
障
が
い
の
方

を
対
象
に
、
医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
、小
児
マ
ル
福
の
対
象
年
齢
を
15
歳
か
ら
18
歳
ま
で
に
拡
大
し
ま
し
た
！

　

マ
ル
福
（
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
）
は
、

健
康
保
険
証
を
使
っ
て
病
院
や
薬
局
な
ど

を
受
診
し
た
と
き
に
、
窓
口
で
支
払
う
自

己
負
担
分
の
費
用
を
一
部
助
成
す
る
制
度

で
す
。
医
療
費
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
と

健
康
の
保
持
を
目
的
に
、
茨
城
県
と
市
町

村
が
一
体
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
①
～
④
に
該
当
す
る
方
。
た
だ
し
、

③
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
以
外
の

方
で
も
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、「
対
象
者
」
の
欄
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１
．
マ
ル
福
と
は
？

　

以
下
の
❶
～
❹
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

が
条
件
で
す
。

　

❹
に
つ
い
て
は
、「
２
．
対
象
と
な
る
方

は
？
」
の
所
得
の
制
限
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
所
得
の
確
認
年
度
は
申
請

時
期
に
よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

❶
「
２
．
対
象
と
な
る
方
は
？
」
中
の
、

マ
ル
福
の
種
類
①
～
④
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
こ
と

❷
龍
ケ
崎
市
に
住
所
（
住
民
登
録
）
が
あ

る
こ
と

❸
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な
ど
に
加

入
し
て
い
る
こ
と

❹
茨
城
県
で
定
め
た
所
得
基
準
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
（
小
児
を
除
く
）

　

健
康
保
険
証
を
使
っ
て
医
療
機
関
に
か

か
っ
た
と
き
の
医
療
費
の
負
担
の
一
部
が

助
成
さ
れ
ま
す
（
重
度
心
身
障
が
い
者
は

入
院
時
の
食
費
・
居
住
費
を
除
き
、
全
額

助
成
）。

　

た
だ
し
、
妊
産
婦
マ
ル
福
の
場
合
は
、

産
婦
人
科
、
お
よ
び
産
婦
人
科
か
ら
の
紹

介
で
産
婦
人
科
以
外
の
医
療
機
関
で
受
診

す
る
場
合
に
限
り
、
保
険
診
療
が
適
用
さ

れ
た
医
療
費
の
負
担
の
一
部
が
助
成
さ
れ

ま
す
。

　

健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
健
康
診

断
、
予
防
接
種
、
薬
の
容
器
代
、
文
書
料

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

◦
健
康
保
険
証

◦
印
鑑

◦
所
得
状
況
が
分
か
る
書
類

◦
受
給
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

な
ど
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
マ
ル
福
の
種
類
に
よ
っ
て
申
請

に
必
要
な
書
類
が
異
な
る
た
め
、
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
申
請
が
遅
く
な
る
と
、
ご
利
用
い

た
だ
け
な
い
場
合
や
ご
利
用
開
始

時
期
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
手
続
き
は
早
め
に
お
済
ま

せ
く
だ
さ
い
。
申
請
い
た
だ
い
た

月
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す

①妊産婦

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
本人・配偶者それぞれの所得

が 630 万円未満（扶養者１人につき 38 万
円加算）、および扶養義務者の所得が 1,000
万円未満

③ひとり親家庭

◦離婚・死別などで配偶者のいない女性または男性で、18歳未満の児童・20歳未満の障が
い児または 20歳未満の高校在学者のいずれかを監護している方と、その児童
◦父母のいない児童
◦父母のいない児童を養育している、配偶者のいない女性または男性
◦その他
①婚姻によらず母になった配偶者のいない女性と、監護されている児童
②配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受ける
ことができない女性または男性と、監護されている児童
③配偶者の生死が明らかでない、もしくは遺棄されている女性または男性と、
監護されている児童
④重度心身障がい者マル福を利用している配偶者を持つ女性または男性と、監
護されている児童

母（父）子それぞれの前年の所得が309万6,000円未満（扶養者１人につき38万円加算）
および扶養義務者の前年の所得が 1,000 万円未満

④重度心身障がい者

◦身体障害者手帳１級・２級または３級（内部障がい）の交付を受けている方
◦療育手帳（判定Ａ以上）の交付を受けている方
◦障害年金１級の受給権者
◦療育手帳（判定Ｂ）の交付を受けている方で、かつ身体障害者手帳３級の交付を受けている方
◦特別児童扶養手当１級の支給対象の児童

　　　　　　※ 65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することも条件となります

本人の前年の所得が520万9,000円未満（扶養者１人につき38万円加算）
および配偶者・扶養義務者の前年の所得が 636 万 7,000 円未満（扶養者１人目は、24
万 9,000 円、２人目以降１人につき 21万 3,000 円加算）

②小児

０歳～高校生相当（18歳に達する年度の末まで）
なし

　ただし、茨城県の補助に該当するかを判定するために、義務教育終了
までは父母および扶養義務者の所得確認が必要です

マ
ル

■
問
い
合
わ
せ
：
保
険
年
金
課
医
療
年
金
グ
ル
ー
プ
☎
内
線
２
５
３

２
．
対
象
と
な
る
方
は
？

３
．
利
用
条
件
は
？

５
．
申
請
に
必
要
な
も
の
は
？

４
．
ど
ん
な
費
用
が

　
　
　

助
成
さ
れ
ま
す
か
？

対象

対象

対象

対象

所得の制限

所得の制限

所得の制限

所得の制限

※配偶者には、事実婚による配偶者も含まれます。また、父母とは実父母および養父母も含まれます
※監護されている児童とは、18歳未満の児童・20歳未満の障がい児または 20歳未満の高校在学者です

マル福の対象者

マル福からのお知らせ

◆マル福受給者の方へお願い◆

◦妊産婦を除き更新が必要です（種類により更新月が異なります）

　お手元に新しい医療福祉費受給者証が届いたら、健康保険
証の記号番号・保険者番号（現在お持ちの保険証と照合して
ください）・住所・有効期間を確認してからご使用ください。

◦住所や健康保険証などに変更が生じた場合は、その都度届

け出が必要です

　お手元にある医療福祉費受給者証と健康保険証を持参し、
保険年金課窓口、東部・西部出張所、市民窓口ステーション
のいずれかで手続きしてください。
　なお、ひとり親家庭マル福をお持ちの方は住所変更や世帯
状況の変化により対象ではなくなる場合もありますので、住
所変更や世帯状況に変更がある場合には、保険年金課窓口で
手続きしてください。
　

◆マル福に該当していませんか？◆

◦マル福の受給資格があるにもかかわらず、申請を行ってい

ない方はいませんか？

　いま一度、「２．対象となる方は？」をご確認いただき、
該当すると思われる方はお問い合わせください。


